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事
象
の
種
類

カ
ッ
コ
内
数
字
は
通
報
連
絡
様
式
の
記
載
番
号

該
当
す
る
事
象
，
状
況
（１
，
２
号
機
）

A
L

－
－

S
E

G
E

（
１
）
敷
地
境
界
放
射
線
量
の
上
昇
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
，
２
地
点
以
上
に
お
い
て
，
ま
た
は
1
0
分
以
上
継
続
し
て
，
5
μ
S
v/
h
（
5
,0
00
ｎ
G
y/
h
）
以
上
の
放
射
線
量
を
検
出
し
た
場
合
。

【
解
釈
】

S
E
の
事
象
を
確
認
後
，
1
地
点
の
み
5
μ
S
v/
h
（
5
,0
00
ｎ
G
y/
h
）
以
上
と
な
っ
て
い
る
の
が
1
0
分
未
満
で
あ
る
場
合
は
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
み
な
す
。

な
お
，
１
地
点
の
み
5
μ
S
v/
h
（
5
,0
00
ｎ
G
y/
h
）
以
上
1
0
分
未
満
継
続
の
場
合
は
S
E
を
検
知
し
た
と
し
て
通
報
を
行
う
。
ま
た
，
1
地
点
の
み
5
μ
S
v/
h
（
5
,0
00
ｎ

G
y/
h
）
以
上
1
0
分
以
上
継
続
の
場
合
お
よ
び
2
地
点
以
上
5
μ
S
v/
h
（
5
,0
00
ｎ
G
y/
h
）
以
上
の
場
合
は
，
S
E
お
よ
び
G
E
を
検
知
し
た
と
し
て
，
S
E
の
通
報
の
例

に
よ
り
通
報
を
行
う
。

（
政
令
第
６
条
第
３
項
第
１
号
及
び
指
針
表
２
　
全
面
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑬
）

注
　
「
指
針
」
と
は
，
「
原
子
力
災
害
対
策
指
針
（
平
成
２
５
年
９
月
５
日
全
部
改
正
）
」
を
い
う
。

　
　
 「
政
令
」
と
は
，
「
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
」
を
い
う
。

　
　
 「
規
則
」
と
は
，
「
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
防
災
管
理
者
が
通
報
す
べ
き
事
象
等
に
関
す
る
規
則
」
を
い
う
。

緊
急
時
活
動
レ
ベ
ル
（
Ｅ
Ａ
Ｌ
）
の
連
絡
お
よ
び
通
報
基
準
詳
細

【
「
指
針
」
の
原
子
炉
停
止
中
に
適
用
さ
れ
る
項
目
】

(1
)モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
で
5
μ
S
v/
h
（
5
,0
00
ｎ
G
y/
h
）
以
上
の
放
射
線
量
を
検
出
し
た
場
合
。
た
だ
し
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
，
当
該

数
値
は
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
す
る
。

　
(a
)１
，
２
号
排
気
筒
モ
ニ
タ
，
１
号
タ
ー
ビ
ン
建
物
排
気
筒
モ
ニ
タ
お
よ
び
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
（
１
，
２
号
原
子
炉
格
納
容
器
お
よ
び
１
，
２
号
原
子
炉

建
物
燃
料
取
替
階
）
に
よ
り
検
出
さ
れ
た
数
値
に
異
常
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
，
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
し
た
場
合
。

　
(b
)当
該
数
値
が
落
雷
の
時
に
検
出
さ
れ
た
場
合
。

(2
)モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の
す
べ
て
に
つ
い
て
，
5
μ
S
v/
h
（
5
,0
00
ｎ
G
y/
h
）
を
下
回
っ
て
い
る
場
合
に
，
当
該
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の
数
値
が
1
μ
S
v/
h

（
1
,0
00
ｎ
G
y/
h
）
以
上
で
あ
る
と
き
は
，
当
該
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
に
お
け
る
放
射
線
量
と
原
子
炉
の
運
転
等
の
影
響
に
よ
り
施
設
の
周
辺
に
お
い
て
，
中
性

子
線
測
定
用
可
搬
式
測
定
器
に
よ
り
測
定
し
た
中
性
子
の
放
射
線
量
と
を
合
計
し
て
得
た
数
値
が
，
5
μ
S
v/
h
（
5
,0
00
ｎ
G
y/
h
）
以
上
と
な
っ
た
場
合
。

【
解
釈
】

・
(1
)(
a)
項
の
「
検
出
さ
れ
た
数
値
に
異
常
が
認
め
ら
れ
な
い
」
と
は
，
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
に
お
い
て
，
5
μ
S
v/
h
（
5
,0
00
ｎ
G
y/
h
）
以
上
の
放
射
線
量
を
検
出

し
た
時
に
速
や
か
に
排
気
筒
モ
ニ
タ
お
よ
び
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
の
警
報
が
動
作
し
て
い
な
い
か
，
ま
た
は
指
示
値
が
有
意
に
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た

場
合
を
い
う
。

ま
た
，
「
原
子
力
規
制
委
員
会
へ
報
告
し
た
場
合
」
と
は
，
こ
れ
ら
モ
ニ
タ
等
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
に
お
い
て
，
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
，
原

子
力
規
制
委
員
会
へ
電
話
で
連
絡
し
た
場
合
を
い
う
。

　
a.
　
プ
ラ
ン
ト
が
S
E
，
G
E
の
状
態
で
は
な
い
こ
と
。

　
b.
　
通
報
事
象
等
規
則
第
3
条
の
2
に
よ
り
，
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
c
.　
放
射
線
測
定
設
備
の
指
示
上
昇
の
原
因
は
プ
ラ
ン
ト
由
来
の
も
の
で
は
な
い
こ
と

　
d.
　
特
定
事
象
の
通
報
は
実
施
し
な
い
こ
と
。

・
(2
)項
の
1
μ
S
v/
h
（
1
,0
00
ｎ
G
y/
h
）
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
，
排
気
筒
モ
ニ
タ
お
よ
び
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
の
警
報
が
動
作
し
て
い
な
い
か
，
ま
た
は
指
示
値

が
有
意
に
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
も
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
政
令
第
４
条
第
４
項
第
１
号
及
び
指
針
表
２
　
施
設
敷
地
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑭
）

（
１
）
敷
地
境
界
放
射
線
量
の
上
昇

（第６章）別表－５
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事
象
の
種
類

カ
ッ
コ
内
数
字
は
通
報
連
絡
様
式
の
記
載
番
号

該
当
す
る
事
象
，
状
況
（１
，
２
号
機
）

A
L

－
－

S
E

（
２
）
放
射
性
物
質
通
常
経
路
放
出
１
．
排
気
筒
モ
ニ
タ
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
5
μ
S
v/
h
（
5
,0
00
ｎ
G
y/
h
）
相
当
）

（
１
）
１
号
排
気
筒
モ
ニ
タ
が
，
3
,9
0
0 s
-1
以
上
を
1
0
分
以
上
継
続
す
る
場
合

（
２
）
１
号
タ
ー
ビ
ン
建
物
排
気
筒
モ
ニ
タ
が
，
1
,3
0
0 s
-
1 以
上
を
1
0
分
以
上
継
続
す
る
場
合

（
３
）
２
号
排
気
筒
モ
ニ
タ
が
，
1
,3
0
0 s
-1
以
上
を
1
0
分
以
上
継
続
す
る
場
合

（
政
令
第
４
条
第
４
項
第
２
号
及
び
指
針
表
２
　
施
設
敷
地
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑭
）

G
E

（
２
）
放
射
性
物
質
通
常
経
路
放
出
１
．
排
気
筒
モ
ニ
タ
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
5
μ
S
v/
h
（
5
,0
00
ｎ
G
y/
h
）
相
当
）

（
１
）
１
号
排
気
筒
モ
ニ
タ
が
，
3
,9
0
0 s
-1
以
上
を
1
0
分
以
上
継
続
す
る
場
合

（
２
）
１
号
タ
ー
ビ
ン
建
物
排
気
筒
モ
ニ
タ
が
，
1
,3
0
0 s
-
1 以
上
を
1
0
分
以
上
継
続
す
る
場
合

（
３
）
２
号
排
気
筒
モ
ニ
タ
が
，
1
,3
0
0 s
-1
以
上
を
1
0
分
以
上
継
続
す
る
場
合

（
政
令
第
６
条
第
４
項
第
１
号
及
び
指
針
表
２
　
全
面
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑬
）

（第６章）別表－５
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事
象
の
種
類

カ
ッ
コ
内
数
字
は
通
報
連
絡
様
式
の
記
載
番
号

該
当
す
る
事
象
，
状
況
（１
，
２
号
機
）

A
L

－
－

S
E

（
２
）
放
射
性
物
質
通
常
経
路
放
出
１
．
放
水
路
水
モ
ニ
タ
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
5
μ
S
v/
h
（
5
,0
00
ｎ
G
y/
h
）
相
当
）

（
１
）
１
号
放
水
路
水
モ
ニ
タ
が
，
5
,8
0
0 s
-
1 以
上
を
1
0
分
以
上
継
続
す
る
場
合

（
２
）
２
号
放
水
路
水
モ
ニ
タ
が
，
7
,4
0
0 s
-
1 以
上
を
1
0
分
以
上
継
続
す
る
場
合

（
政
令
第
４
条
第
４
項
第
２
号
及
び
指
針
表
２
　
施
設
敷
地
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑭
）

G
E

（
２
）
放
射
性
物
質
通
常
経
路
放
出
１
．
放
水
路
水
モ
ニ
タ
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
5
μ
S
v/
h
（
5
,0
00
ｎ
G
y/
h
）
相
当
）

（
１
）
１
号
放
水
路
水
モ
ニ
タ
が
，
5
,8
0
0 s
-
1 以
上
を
1
0
分
以
上
継
続
す
る
場
合

（
２
）
２
号
放
水
路
水
モ
ニ
タ
が
，
7
,4
0
0 s
-
1 以
上
を
1
0
分
以
上
継
続
す
る
場
合

（
政
令
第
６
条
第
４
項
第
１
号
及
び
指
針
表
２
　
全
面
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑬
）

（第６章）別表－５

QMS7-07-X00-55
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事
象
の
種
類

カ
ッ
コ
内
数
字
は
通
報
連
絡
様
式
の
記
載
番
号

該
当
す
る
事
象
，
状
況
（１
，
２
号
機
）

A
L

－
－

S
E

（
３
）
火
災
爆
発
等
に
よ
る
放
射
性

物
質
放
出

火
災
，
爆
発
等
の
発
生
の
際
に
管
理
区
域
外
の
場
所
（
排
気
筒
，
放
水
路
を
除
く
）
に
お
い
て
，
5
0
μ
S
v/
h
以
上
の
放
射
線
量
の
水
準
を
1
0
分
間
以
上
継
続

し
て
検
出
し
た
場
合
，
ま
た
は
火
災
，
爆
発
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
象
の
状
況
に
よ
り
放
射
線
量
の
測
定
が
困
難
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
，
そ
の
状
況
に

鑑
み
，
上
記
放
射
線
量
の
水
準
が
検
出
さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
い
場
合
。

【
解
釈
】

・
　
事
業
所
内
で
の
放
射
性
物
質
の
輸
送
の
場
合
に
お
い
て
，
輸
送
容
器
外
で
放
射
線
量
を
検
出
し
た
場
合
に
も
適
用
す
る
。

・
　
「
5
0
μ
S
v/
h
以
上
の
放
射
線
量
の
水
準
を
1
0
分
間
以
上
継
続
し
て
検
出
し
た
場
合
」
と
は
，
原
子
力
防
災
資
機
材
の
ガ
ン
マ
線
測
定
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ

で
検
出
さ
れ
た
数
値
が
，
水
準
と
し
て
5
0
μ
S
v/
h
以
上
と
な
っ
て
，
そ
の
状
態
が
1
0
分
間
以
上
継
続
し
た
場
合
を
い
う
。

（
政
令
第
４
条
第
４
項
第
３
号
及
び
指
針
表
２
　
施
設
敷
地
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑭
）
）

G
E

（
３
）
火
災
爆
発
等
に
よ
る
放
射
性

物
質
放
出

火
災
，
爆
発
等
の
発
生
の
際
に
管
理
区
域
外
の
場
所
（
排
気
筒
，
放
水
路
を
除
く
）
に
お
い
て
，
5
m
S
v/
h
以
上
の
放
射
線
量
の
水
準
を
1
0
分
間
以
上
継
続
し

て
検
出
し
た
場
合
，
ま
た
は
火
災
，
爆
発
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
象
の
状
況
に
よ
り
放
射
線
量
の
測
定
が
困
難
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
，
そ
の
状
況
に

鑑
み
，
上
記
放
射
線
量
の
水
準
が
検
出
さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
い
場
合
。

【
解
釈
】

・
　
事
業
所
内
で
の
放
射
性
物
質
の
輸
送
の
場
合
に
お
い
て
，
輸
送
容
器
外
で
放
射
線
量
を
検
出
し
た
場
合
に
も
適
用
す
る
。

・
　
「
5
m
S
v/
h
以
上
の
放
射
線
量
の
水
準
を
1
0
分
間
以
上
継
続
し
て
検
出
し
た
場
合
」
と
は
，
原
子
力
防
災
資
機
材
の
ガ
ン
マ
線
測
定
用
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
で

検
出
さ
れ
た
数
値
が
，
水
準
と
し
て
5
m
S
v/
h
以
上
と
な
っ
て
，
そ
の
状
態
が
1
0
分
間
以
上
継
続
し
た
場
合
を
い
う
。

（
政
令
第
６
条
第
３
項
第
２
号
及
び
指
針
表
２
　
全
面
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑬
）

（第６章）別表－５
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事
象
の
種
類

カ
ッ
コ
内
数
字
は
通
報
連
絡
様
式
の
記
載
番
号

該
当
す
る
事
象
，
状
況
（１
，
２
号
機
）

A
L

－
－

S
E

（
３
）
火
災
爆
発
等
に
よ
る
放
射
性

物
質
放
出

火
災
，
爆
発
等
の
発
生
の
際
に
管
理
区
域
外
（
排
気
筒
，
放
水
路
を
除
く
）
の
場
所
に
お
い
て
，
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
5
μ
S
v/
h
に
相
当
す
る

も
の
と
し
て
空
気
中
の
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
放
射
能
水
準
以
上
の
放
射
性
物
質
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
，
ま
た
は
火
災
，
爆
発
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
事
象
の
状
況
に
よ
り
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定
が
困
難
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
，
そ
の
状
況
に
鑑
み
，
上
記
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
水
準
が

検
出
さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
い
場
合
。

(a
)　
検
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
種
類
が
明
ら
か
で
，
か
つ
，
一
種
類
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
，
放
射
性
物
質
の
種
類
ま
た
は
区
分
に
応
じ
た
空
気
中
濃

度
限
度
に
5
0
を
乗
じ
て
得
た
値

(b
)　
検
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
種
類
が
明
ら
か
で
，
か
つ
，
二
種
類
以
上
の
放
射
性
物
質
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
れ
ら
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
前
号
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
た
値
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の

値 (c
)　
検
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
種
類
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
，
空
気
中
濃
度
限
度
（
当
該
空
気
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
，
最
も
低
い
も
の
に
5
0
を
乗
じ
て
得
た
値

【
解
釈
】

・
　
事
業
所
内
で
の
放
射
性
物
質
の
輸
送
の
場
合
に
お
い
て
，
輸
送
容
器
外
で
放
射
性
物
質
を
検
出
し
た
場
合
に
も
適
用
す
る
。

・
　
「
放
射
能
水
準
以
上
の
放
射
性
物
質
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
」
と
は
，
原
子
力
防
災
資
機
材
の
「
可
搬
式
ダ
ス
ト
測
定
関
連
機
器
（
サ
ン
プ
ラ
，
測
定
器
）
お
よ

び
可
搬
式
の
放
射
性
ヨ
ウ
素
測
定
関
連
機
器
（
サ
ン
プ
ラ
，
測
定
器
）
」
に
よ
り
，
(a
)～
(c
)の
濃
度
以
上
の
放
射
性
物
質
が
検
出
さ
れ
た
場
合
を
い
う
。

（
政
令
第
４
条
第
４
項
第
３
号
及
び
指
針
表
２
　
施
設
敷
地
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑭
）

G
E

（
３
）
火
災
爆
発
等
に
よ
る
放
射
性

物
質
放
出

火
災
，
爆
発
等
の
発
生
の
際
に
管
理
区
域
外
（
排
気
筒
，
放
水
路
を
除
く
。
）
の
場
所
に
お
い
て
，
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
5
00
μ
S
v/
h
に
相
当

す
る
も
の
と
し
て
空
気
中
の
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
放
射
能
水
準
以
上
の
放
射
性
物
質
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
。
ま
た
は
，
火
災
，
爆
発
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
事
象
の
状
況
に
よ
り
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定
が
困
難
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
，
そ
の
状
況
に
鑑
み
，
上
記
放
射
性
物
質
の
濃
度
の

水
準
が
検
出
さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
い
場
合
。

(a
)　
検
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
種
類
が
明
ら
か
で
，
か
つ
，
一
種
類
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
，
放
射
性
物
質
の
種
類
又
は
区
分
に
応
じ
た
空
気
中
濃
度

限
度
に
5
,0
00
を
乗
じ
て
得
た
値

(b
)　
検
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
種
類
が
明
ら
か
で
，
か
つ
，
二
種
類
以
上
の
放
射
性
物
質
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
れ
ら
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
前
号
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
た
値
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の

値 (c
)　
検
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
種
類
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
，
空
気
中
濃
度
限
度
（
当
該
空
気
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
，
最
も
低
い
も
の
に
5
,0
00
を
乗
じ
て
得
た
値

【
解
釈
】

・
　
事
業
所
内
で
の
放
射
性
物
質
の
輸
送
の
場
合
に
お
い
て
、
輸
送
容
器
外
で
放
射
性
物
質
を
検
出
し
た
場
合
に
も
適
用
す
る
。

・
　
「
放
射
能
水
準
以
上
の
放
射
性
物
質
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
」
と
は
，
原
子
力
防
災
資
機
材
の
「
可
搬
式
ダ
ス
ト
測
定
関
連
機
器
（
サ
ン
プ
ラ
，
測
定
器
）
お
よ

び
可
搬
式
の
放
射
性
ヨ
ウ
素
測
定
関
連
機
器
（
サ
ン
プ
ラ
，
測
定
器
）
」
に
よ
り
，
(a
)～
(c
)の
濃
度
以
上
の
放
射
性
物
質
が
検
出
さ
れ
た
場
合
を
い
う
。

（
政
令
第
６
条
第
４
項
第
２
号
及
び
指
針
表
２
　
全
面
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑬
）

（第６章）別表－５

QMS7-07-X00-55

(-69-)



事
象
の
種
類

カ
ッ
コ
内
数
字
は
通
報
連
絡
様
式
の
記
載
番
号

該
当
す
る
事
象
，
状
況
（１
，
２
号
機
）

A
L

（
５
）
電
源
供
給
機
能
の
異
常
（
そ
の

１
：
交
流
電
源
喪
失
）

使
用
可
能
な
非
常
用
交
流
高
圧
電
源
母
線
が
１
系
統
と
な
り
，
さ
ら
に
当
該
母
線
へ
の
供
給
電
源
（
外
部
電
源
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
）
が
ど
れ
か
1

つ
に
な
っ
た
状
況
に
お
い
て
，
以
下
の
何
れ
か
の
状
態
が
継
続
し
た
場
合
。
な
お
，
計
画
的
に
当
該
状
況
に
し
た
場
合
を
除
く
。

（
１
）
そ
の
状
態
が
1
5
分
以
上
継
続
す
る
場
合
。

（
２
）
外
部
電
源
喪
失
が
3
時
間
以
上
継
続
す
る
場
合
。

【
解
釈
】

・
す
べ
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
適
用
す
る
。

・
「
外
部
電
源
」
と
は
，
電
力
系
統
及
び
主
発
電
機
（
当
該
原
子
炉
の
主
発
電
機
を
除
く
）
か
ら
の
電
力
を
非
常
用
交
流
高
圧
母
線
へ
供
給
す
る
設
備
を
い
う
。

（
指
針
表
２
　
警
戒
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑤
）

S
E

（
７
）
電
源
供
給
機
能
の
異
常
（
そ
の

１
：
交
流
電
源
喪
失
）

外
部
電
源
及
び
非
常
用
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
か
ら
の
受
電
に
失
敗
し
，
す
べ
て
の
所
内
高
圧
系
の
母
線
が
使
用
不
能
な
状
況
に
お
い
て
，
そ
の
状
態
が

5
分
以
上
継
続
し
た
場
合
。

【
解
釈
】

・
す
べ
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
適
用
す
る
。

・
「
外
部
電
源
」
と
は
，
電
力
系
統
及
び
主
発
電
機
（
当
該
原
子
炉
の
主
発
電
機
を
除
く
）
か
ら
の
電
力
を
非
常
用
交
流
高
圧
母
線
へ
供
給
す
る
設
備
を
い
う
。

（
規
則
第
７
条
第
１
号
イ
（
４
）
，
ヘ
（
１
）
及
び
指
針
表
２
　
施
設
敷
地
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
④
）

G
E

（
９
）
電
源
供
給
機
能
の
異
常
（
そ
の

１
：
交
流
電
源
喪
失
）

外
部
電
源
及
び
非
常
用
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
等
か
ら
の
受
電
に
失
敗
し
，
す
べ
て
の
所
内
高
圧
系
の
母
線
が
使
用
不
能
な
状
況
に
お
い
て
，
そ
の
状
態

が
3
0
分
以
上
継
続
し
た
場
合
。

【
解
釈
】

・
す
べ
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
適
用
す
る
。

・
「
外
部
電
源
」
と
は
，
電
力
系
統
及
び
主
発
電
機
（
当
該
原
子
炉
の
主
発
電
機
を
除
く
）
か
ら
の
電
力
を
非
常
用
交
流
高
圧
母
線
へ
供
給
す
る
設
備
を
い
う
。

（
規
則
第
１
４
条
イ
（
６
）
，
ヘ
（
１
）
及
び
指
針
表
２
　
全
面
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑥
）

（第６章）別表－５

QMS7-07-X00-55

(-70-)



事
象
の
種
類

カ
ッ
コ
内
数
字
は
通
報
連
絡
様
式
の
記
載
番
号

該
当
す
る
事
象
，
状
況
（１
，
２
号
機
）

A
L

－
－

S
E

（
８
）
電
源
供
給
機
能
の
異
常
（
そ
の

２
：
直
流
電
源
喪
失
）

Ａ
お
よ
び
Ｂ
－
1
15
Ｖ
非
常
用
直
流
母
線
の
う
ち
，
電
源
供
給
可
能
な
母
線
が
1
つ
に
な
っ
た
場
合
に
，
当
該
母
線
に
電
気
を
供
給
す
る
電
源
が
蓄
電
池
，
充

電
器
，
予
備
充
電
器
の
う
ち
1
つ
だ
け
に
な
っ
た
状
態
が
，
5
分
以
上
継
続
し
た
場
合
。

【
解
釈
】

・
す
べ
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
適
用
す
る
。

（
規
則
第
７
条
第
１
号
イ
（
５
）
，
ヘ
（
２
）
及
び
指
針
表
２
　
施
設
敷
地
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑤
）

G
E

（
１
０
）
電
源
供
給
機
能
の
異
常
（
そ

の
２
：
直
流
電
源
喪
失
）

す
べ
て
の
非
常
用
直
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
，
か
つ
，
そ
の
状
態
が
5
分
以
上
継
続
し
た
場
合
。

【
解
釈
】

・
す
べ
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
適
用
す
る
。

（
規
則
第
１
４
条
イ
（
７
）
，
ヘ
（
２
）
及
び
指
針
表
２
　
全
面
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑦
）

（第６章）別表－５

QMS7-07-X00-55

(-71-)



事
象
の
種
類

カ
ッ
コ
内
数
字
は
通
報
連
絡
様
式
の
記
載
番
号

該
当
す
る
事
象
，
状
況
（１
，
２
号
機
）

A
L

（
６
）
停
止
中
の
原
子
炉
に
関
す
る

異
常

原
子
炉
の
状
態
が
「
冷
温
停
止
」
，
「
燃
料
交
換
」
に
お
い
て
，
炉
内
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
集
合
体
が
あ
る
場
合
に
，
原
子
炉
水
位
が
水
位
低
設
定
値
（
Ｌ
２
：
１

号
機
 －
１
２
２
ｃ
ｍ
，
２
号
機
 －
１
１
２
ｃ
ｍ
）
ま
で
低
下
し
た
場
合
。

（
指
針
表
２
　
警
戒
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑥
）

S
E

（
９
）
停
止
中
の
原
子
炉
に
関
す
る

異
常

原
子
炉
の
状
態
が
「
冷
温
停
止
」
，
「
燃
料
交
換
」
に
お
い
て
，
炉
内
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
集
合
体
が
あ
る
場
合
に
，
原
子
炉
水
位
が
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

（
原
子
炉
へ
低
圧
で
注
水
す
る
系
に
限
る
。
）
が
作
動
す
る
水
位
（
Ｌ
１
：
１
号
機
 －
３
１
２
ｃ
ｍ
，
２
号
機
 －
３
８
１
ｃ
ｍ
）
ま
で
低
下
し
た
場
合
。

（
規
則
第
７
条
第
１
号
イ
（
６
）
及
び
指
針
表
２
　
施
設
敷
地
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑥
）

G
E

（
１
２
）
停
止
中
の
原
子
炉
に
関
す
る

異
常

原
子
炉
の
状
態
が
「
冷
温
停
止
」
，
「
燃
料
交
換
」
に
お
い
て
，
炉
内
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
集
合
体
が
あ
る
場
合
に
，
原
子
炉
水
位
が
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

（
原
子
炉
へ
低
圧
で
注
水
す
る
系
に
限
る
。
）
が
作
動
す
る
水
位
（
Ｌ
１
：
１
号
機
 －
３
１
２
ｃ
ｍ
，
２
号
機
 －
３
８
１
ｃ
ｍ
）
ま
で
低
下
し
，
当
該
非
常
用
炉
心
冷
却

装
置
が
作
動
し
な
い
場
合
。

【
解
釈
】

・
「
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
が
作
動
し
な
い
場
合
」
と
は
，
原
子
炉
の
停
止
中
に
作
動
可
能
な
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
に
つ
い
て
，
作
動
信
号
が
入
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
の
装
置
が
作
動
失
敗
す
る
こ
と
を
い
う
。

（
規
則
第
１
４
条
イ
（
９
）
及
び
指
針
表
２
　
全
面
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑨
）

（第６章）別表－５

QMS7-07-X00-55

(-72-)



事
象
の
種
類

カ
ッ
コ
内
数
字
は
通
報
連
絡
様
式
の
記
載
番
号

該
当
す
る
事
象
，
状
況
（１
，
２
号
機
）

A
L

（
７
）
燃
料
プ
ー
ル
に
関
す
る
異
常

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
（
１
号
は
「
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
」
，
２
号
は
「
燃
料
プ
ー
ル
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
付
近
で
あ
る
こ
と
を
満

足
で
き
ず
，
か
つ
，
保
安
規
定
で
要
求
さ
れ
る
措
置
が
完
了
時
間
内
に
で
き
な
い
場
合
。

（
指
針
表
２
　
警
戒
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑦
）

S
E

（
１
０
）
燃
料
プ
ー
ル
に
関
す
る
異
常
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
水
位
を
維
持
で
き
な
い
場
合
，
ま
た
は
当
該
貯
蔵
槽
の
水
位
を
維
持
で
き
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
貯
蔵
槽

の
水
位
を
測
定
で
き
な
い
場
合
。

【
解
釈
】

・
「
水
位
を
維
持
で
き
て
い
な
い
」
と
は
，
漏
え
い
ま
た
は
蒸
発
な
ど
に
よ
り
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
水
位
低
下
が
「
水
位
低
警
報
」
水
位
を
超
え
て
更
に
継
続

し
，
恒
設
設
備
に
よ
る
貯
蔵
槽
へ
の
水
補
給
を
行
っ
て
も
水
位
低
下
傾
向
が
止
ま
ら
な
い
状
態
を
い
う
。

・
「
水
位
を
測
定
で
き
な
い
」
と
は
，
直
接
的
ま
た
は
監
視
カ
メ
ラ
等
に
よ
る
間
接
的
な
手
段
に
よ
っ
て
液
面
の
位
置
が
確
認
で
き
な
い
場
合
を
い
う
。

（
規
則
第
７
条
第
１
号
イ
（
７
）
，
ヘ
（
３
）
及
び
指
針
表
２
　
施
設
敷
地
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑦
）

G
E

（
１
３
）
燃
料
プ
ー
ル
に
関
す
る
異
常
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
水
位
が
照
射
済
燃
料
集
合
体
の
頂
部
か
ら
上
方
２
ｍ
の
水
位
ま
で
低
下
し
た
場
合
，
ま
た
は
当
該
水
位
ま
で
低
下
し
て
い
る
お
そ

れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
貯
蔵
槽
の
水
位
を
測
定
で
き
な
い
場
合
。

【
解
釈
】

・
「
燃
料
集
合
体
頂
部
よ
り
上
方
２
ｍ
の
水
位
に
低
下
し
た
」
と
は
，
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
監
視
カ
メ
ラ
等
に
よ
り
「
燃
料
集
合
体
頂
部
よ
り
上
方
２
ｍ
の
水

位
に
達
す
る
こ
と
」
を
確
認
し
た
場
合
を
い
う
。

・
「
当
該
水
位
ま
で
低
下
し
て
い
る
お
そ
れ
」
と
は
，
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
付
近
の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
指
示
が
有
意
に
上
昇
し
て
い
る
場
合
を
い
う
。

・
「
水
位
を
測
定
で
き
な
い
」
と
は
，
直
接
的
ま
た
は
監
視
カ
メ
ラ
等
に
よ
る
間
接
的
な
手
段
に
よ
っ
て
液
面
の
位
置
が
確
認
で
き
な
い
場
合
を
い
う
。

（
規
則
第
１
４
条
イ
（
１
０
）
，
ヘ
（
３
）
及
び
指
針
表
２
　
全
面
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑩
）

（第６章）別表－５

QMS7-07-X00-55

(-73-)



事
象
の
種
類

カ
ッ
コ
内
数
字
は
通
報
連
絡
様
式
の
記
載
番
号

該
当
す
る
事
象
，
状
況
（１
，
２
号
機
）

A
L

（
８
）
原
子
炉
制
御
室
等
に
関
す
る

異
常

中
央
制
御
室
の
操
作
盤
お
よ
び
中
央
制
御
室
外
操
作
盤
回
り
に
お
い
て
，
運
転
操
作
に
影
響
を
与
え
る
事
象
が
発
生
し
，
運
転
操
作
が
容
易
に
で
き
な
く
な

る
と
判
断
し
た
場
合
。

【
解
釈
】

・
す
べ
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
適
用
す
る
。

・
「
運
転
操
作
に
影
響
を
与
え
る
事
象
」
と
は
、
放
射
線
レ
ベ
ル
や
室
温
の
上
昇
等
に
よ
り
、
運
転
員
が
中
央
制
御
室
の
操
作
盤
お
よ
び
中
央
制
御
室
外
操

作
盤
で
の
操
作
が
容
易
に
で
き
な
く
な
る
状
況
を
い
う
。

（
指
針
表
２
　
警
戒
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑧
）

S
E

（
１
１
）
原
子
炉
制
御
室
等
に
関
す
る

異
常

中
央
制
御
室
の
環
境
が
悪
化
し
，
原
子
炉
の
制
御
に
支
障
が
生
じ
る
場
合
，
ま
た
は
原
子
炉
も
し
く
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
に
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
お

い
て
，
中
央
制
御
室
に
設
置
す
る
原
子
炉
お
よ
び
そ
の
附
属
施
設
（
以
下
，
「
原
子
炉
施
設
」
と
い
う
。
）
の
状
態
を
表
示
す
る
装
置
も
し
く
は
原
子
炉
施
設
の

異
常
を
表
示
す
る
警
報
装
置
の
機
能
の
一
部
が
喪
失
し
た
場
合
。

【
解
釈
】

・
す
べ
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
適
用
す
る
。

・
「
中
央
制
御
室
の
環
境
が
悪
化
」
と
は
、
放
射
線
レ
ベ
ル
や
室
温
の
上
昇
等
に
よ
り
，
防
護
具
ま
た
は
局
所
排
気
装
置
等
を
用
い
な
け
れ
ば
，
運
転
員
が
操

作
盤
で
操
作
で
き
な
い
状
態
を
い
う
。

・
「
原
子
炉
も
し
く
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
に
異
常
が
発
生
し
た
場
合
」
と
は
，
原
子
炉
出
力
に
影
響
の
あ
る
過
渡
事
象
が
進
行
中
で
あ
る
場
合
も
し
く
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
水
位
低
下
が
確
認
さ
れ
た
場
合
と
す
る
。

・
「
中
央
制
御
室
に
設
置
す
る
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
表
示
す
る
装
置
も
し
く
は
原
子
炉
施
設
の
異
常
を
表
示
す
る
警
報
装
置
の
機
能
の
一
部
が
喪
失
す

る
」
と
は
，
系
統
分
離
し
て
い
る
安
全
設
備
の
う
ち
１
区
分
の
安
全
設
備
の
運
転
・
監
視
が
可
能
で
あ
れ
ば
原
子
炉
の
制
御
は
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
制
御

盤
の
表
示
灯
，
警
報
，
指
示
計
，
記
録
計
の
機
能
が
喪
失
す
る
等
に
よ
り
運
転
・
監
視
の
可
能
な
安
全
設
備
が
１
系
統
の
み
と
な
っ
た
状
態
を
い
う
。

（
規
則
第
７
条
第
１
号
イ
（
８
）
，
ヘ
（
４
）
及
び
指
針
表
２
　
施
設
敷
地
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑧
）

G
E

（
１
４
）
原
子
炉
制
御
室
等
に
関
す
る

異
常

中
央
制
御
室
が
使
用
で
き
な
く
な
る
こ
と
に
よ
り
，
中
央
制
御
室
か
ら
の
原
子
炉
を
停
止
す
る
機
能
お
よ
び
冷
温
停
止
状
態
を
維
持
す
る
機
能
が
喪
失
す
る

場
合
，
ま
た
は
原
子
炉
施
設
に
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
中
央
制
御
室
に
設
置
す
る
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
表
示
す
る
装
置
も
し
く
は
原
子
炉
施

設
の
異
常
を
表
示
す
る
警
報
装
置
の
す
べ
て
の
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
。

【
解
釈
】

・
す
べ
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
適
用
す
る
。

・
「
中
央
制
御
室
が
使
用
で
き
な
く
な
る
」
と
は
、
放
射
線
レ
ベ
ル
や
室
温
の
異
常
な
上
昇
等
に
よ
り
中
央
制
御
室
か
ら
退
避
す
る
場
合
を
い
う
。

・
「
原
子
炉
施
設
に
異
常
が
発
生
し
た
場
合
」
と
は
，
原
子
炉
出
力
に
影
響
の
あ
る
過
渡
事
象
が
進
行
中
で
あ
る
場
合
も
し
く
は
，
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
水

位
低
下
が
確
認
さ
れ
た
場
合
を
い
う
。

・
「
中
央
制
御
室
に
設
置
す
る
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
表
示
す
る
装
置
も
し
く
は
原
子
炉
施
設
の
異
常
を
表
示
す
る
警
報
装
置
の
す
べ
て
の
機
能
が
喪
失
す

る
こ
と
」
と
は
，
制
御
盤
の
表
示
灯
，
警
報
，
指
示
計
，
記
録
計
の
機
能
が
喪
失
す
る
等
に
よ
り
す
べ
て
の
安
全
設
備
の
運
転
・
監
視
が
で
き
な
く
な
っ
た
状
態

を
い
う
。

（
規
則
第
１
４
条
イ
（
１
１
）
，
ヘ
（
４
）
及
び
指
針
表
２
　
全
面
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑪
）

（第６章）別表－５

QMS7-07-X00-55

(-74-)



事
象
の
種
類

カ
ッ
コ
内
数
字
は
通
報
連
絡
様
式
の
記
載
番
号

該
当
す
る
事
象
，
状
況
（１
，
２
号
機
）

A
L

（
９
）
事
業
所
内
通
信
設
備
ま
た
は

外
部
へ
の
通
信
設
備

原
子
力
事
業
所
内
の
通
信
の
た
め
の
設
備
，
ま
た
は
原
子
力
事
業
所
内
と
原
子
力
事
業
所
外
と
の
通
信
の
た
め
の
設
備
の
一
部
の
機
能
が
喪
失
し
た
場

合
。

【
解
釈
】

・
す
べ
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
適
用
す
る
。

・
「
原
子
力
事
業
所
内
の
通
信
の
た
め
の
設
備
，
ま
た
は
原
子
力
事
業
所
内
と
原
子
力
事
業
所
外
と
の
通
信
の
た
め
の
設
備
の
一
部
の
機
能
が
喪
失
す
る
」

と
は
，
原
子
力
施
設
に
何
ら
か
の
異
常
が
発
生
し
①
原
子
力
事
業
所
内
の
通
信
機
能
，
②
原
子
力
事
業
所
内
か
ら
所
外
へ
の
通
信
機
能
の
何
れ
か
が
，
ど

れ
か
１
つ
の
手
段
の
み
と
な
る
場
合
を
い
う
。

・
「
ど
れ
か
１
つ
の
手
段
の
み
と
な
る
場
合
」
と
は
，
設
備
的
に
異
な
る
以
下
の
通
信
設
備
が
１
種
類
の
み
に
な
る
場
合
を
い
う
。

《
発
電
所
内
の
通
信
設
備
の
種
類
》

・
所
内
通
信
連
絡
設
備
（
ハ
ン
ド
セ
ッ
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
（
固
定
電
話
，
P
H
S
端
末
）
，
無
線
通
信
設
備
（
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
）
，
衛

星
電
話
設
備
（
固
定
電
話
，
携
帯
電
話
端
末
）

　 《
発
電
所
外
と
の
通
信
設
備
の
種
類
》

・
専
用
電
話
設
備
（
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
）
，
電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
（
固
定
電
話
，
P
H
S
端
末
，
Ｆ
Ａ
Ｘ
）
，
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
専
用
連
絡
設
備

（
固
定
電
話
，
Ｆ
Ａ
Ｘ
，
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
）
，
衛
星
電
話
設
備
（
固
定
電
話
，
携
帯
電
話
端
末
，
Ｆ
Ａ
Ｘ
，
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
）
，
局
線
加
入
電
話
設
備

（
固
定
電
話
，
携
帯
電
話
端
末
，
Ｆ
Ａ
Ｘ
）

（
指
針
表
２
　
警
戒
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑨
）

S
E

（
１
２
）
事
業
所
内
通
信
設
備
ま
た
は

外
部
へ
の
通
信
設
備

原
子
力
事
業
所
内
の
通
信
の
た
め
の
設
備
，
ま
た
は
原
子
力
事
業
所
内
と
原
子
力
事
業
所
外
と
の
通
信
の
た
め
の
設
備
の
す
べ
て
の
機
能
が
喪
失
し
た

場
合
。

【
解
釈
】

・
す
べ
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
適
用
す
る
。

・
「
原
子
力
事
業
所
内
の
通
信
の
た
め
の
設
備
，
ま
た
は
原
子
力
事
業
所
内
と
原
子
力
事
業
所
外
と
の
通
信
の
た
め
の
設
備
の
す
べ
て
の
機
能
が
喪
失
す

る
」
と
は
，
 原
子
炉
施
設
に
何
ら
か
の
異
常
が
発
生
し

　
①
原
子
力
事
業
所
内
の
通
信
手
段

　
②
原
子
力
事
業
所
内
か
ら
所
外
へ
の
通
信
手
段

　
　
の
何
れ
か
が
，
す
べ
て
使
用
不
能
に
な
る
場
合
を
い
う
。

・
「
す
べ
て
使
用
不
能
に
な
る
場
合
」
と
は
，
発
電
所
内
外
の
通
信
設
備
の
う
ち
，
す
べ
て
の
通
信
手
段
が
使
用
で
き
な
い
場
合
を
い
う
。

　
※
発
電
所
内
外
の
通
信
設
備
の
種
類
は
同
上

（
規
則
第
７
条
第
１
号
イ
（
９
）
，
ヘ
（
５
）
及
び
指
針
表
２
　
施
設
敷
地
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑨
）

G
E

－
－

（第６章）別表－５

QMS7-07-X00-55
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事
象
の
種
類

カ
ッ
コ
内
数
字
は
通
報
連
絡
様
式
の
記
載
番
号

該
当
す
る
事
象
，
状
況
（１
，
２
号
機
）

A
L

（
１
０
）
火
災
ま
た
は
溢
水
の
発
生

重
要
区
域
に
お
い
て
，
火
災
，
ま
た
は
溢
水
が
発
生
し
，
安
全
上
重
要
な
構
築
物
，
系
統
ま
た
は
機
器
の
機
能
の
一
部
が
喪
失
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
。

【
解
釈
】

・
す
べ
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
適
用
す
る
。

・
「
重
要
区
域
」
，
「
安
全
上
重
要
な
構
築
物
，
系
統
ま
た
は
機
器
」
と
は
，
別
表
－
４
「
安
全
機
器
等
を
設
置
す
る
区
域
の
位
置
及
び
こ
れ
ら
機
器
等
の
一
覧
」

に
定
め
る
も
の
を
い
う
。

・
「
安
全
上
重
要
な
構
築
物
，
系
統
ま
た
は
機
器
の
機
能
の
一
部
が
喪
失
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
は
，
重
要
区
域
に
お
い
て
，
火
災
ま
た
は
溢
水
が
発

生
し
，
安
全
上
重
要
な
構
築
物
，
系
統
ま
た
は
機
器
に
お
い
て
支
障
が
生
じ
，
同
一
の
機
能
を
有
す
る
系
統
の
う
ち
使
用
で
き
る
系
列
が
１
系
列
の
み
と
な
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し
，
保
安
規
定
で
定
め
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
，
機
能
要
求
が
な
い
場
合
を
除
く
。

・
「
火
災
」
と
は
，
発
電
所
敷
地
内
に
施
設
さ
れ
る
設
備
や
仮
置
き
さ
れ
た
可
燃
性
物
質
（
難
燃
性
を
含
む
）
が
発
火
す
る
こ
と
を
い
う
。

・
「
溢
水
」
と
は
，
発
電
所
内
に
施
設
さ
れ
る
機
器
の
破
損
に
よ
る
漏
水
又
は
消
火
栓
等
の
系
統
の
作
動
に
よ
る
放
水
が
原
因
で
，
系
統
外
に
放
出
さ
れ
た
流

体
を
い
う
（
滞
留
水
，
流
水
，
蒸
気
を
含
む
）
。

（
指
針
表
２
　
警
戒
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑩
）

S
E

（
１
３
）
火
災
ま
た
は
溢
水
の
発
生

火
災
ま
た
は
溢
水
が
発
生
し
，
安
全
上
重
要
な
構
築
物
，
系
統
ま
た
は
機
器
の
機
能
の
一
部
が
喪
失
す
る
場
合
。

【
解
釈
】

・
す
べ
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
適
用
す
る
。

・
「
安
全
上
重
要
な
構
築
物
，
系
統
ま
た
は
機
器
」
と
は
，
別
表
－
４
「
安
全
機
器
等
を
設
置
す
る
区
域
の
位
置
及
び
こ
れ
ら
機
器
等
の
一
覧
」
に
定
め
る
も
の

を
い
う
。

・
「
安
全
上
重
要
な
構
築
物
，
系
統
ま
た
は
機
器
の
機
能
の
一
部
が
喪
失
す
る
こ
と
」
と
は
，
火
災
ま
た
は
溢
水
に
よ
り
，
安
全
上
重
要
な
構
築
物
，
系
統
ま
た

は
機
器
に
支
障
が
生
じ
，
同
一
の
機
能
を
有
す
る
す
べ
て
の
系
統
が
使
用
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し
，
保
安
規
定
で
定
め
る
原
子
炉
の
状
態
に
お

い
て
，
機
能
要
求
が
な
い
場
合
を
除
く
。

（
規
則
第
７
条
第
１
号
イ
（
１
０
）
，
ヘ
（
６
）
及
び
指
針
表
２
　
施
設
敷
地
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑩
）

G
E

－
－

（第６章）別表－５

QMS7-07-X00-55

(-76-)



事
象
の
種
類

カ
ッ
コ
内
数
字
は
通
報
連
絡
様
式
の
記
載
番
号

該
当
す
る
事
象
，
状
況
（１
，
２
号
機
）

A
L

－
－

S
E

（
１
７
）
原
子
炉
外
臨
界

原
子
炉
の
運
転
等
の
た
め
の
施
設
の
内
部
（
原
子
炉
の
内
部
を
除
く
。
）
に
お
い
て
，
核
燃
料
物
質
等
の
形
状
に
よ
る
管
理
，
質
量
に
よ
る
管
理
そ
の
他
の

方
法
に
よ
る
管
理
が
損
な
わ
れ
る
状
態
そ
の
他
の
臨
界
状
態
の
発
生
の
蓋
然
性
が
高
い
状
態
に
あ
る
場
合
。

（
規
則
第
７
条
第
２
号
及
び
指
針
表
２
　
施
設
敷
地
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑭
）

G
E

（
１
６
）
原
子
炉
外
臨
界

原
子
炉
の
運
転
等
の
た
め
の
施
設
の
内
部
（
原
子
炉
の
内
部
を
除
く
。
）
に
お
い
て
，
核
燃
料
物
質
が
臨
界
状
態
に
あ
る
場
合
。

（
政
令
第
６
条
第
４
項
第
３
号
及
び
指
針
表
２
　
全
面
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑬
）
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事
象
の
種
類

カ
ッ
コ
内
数
字
は
通
報
連
絡
様
式
の
記
載
番
号

該
当
す
る
事
象
，
状
況
（１
，
２
号
機
）

島
根
県
ま
た
は
鳥
取
県
で
，
震
度
６
弱
以
上
の
地
震
を
観
測
し
た
場
合
。

（
指
針
表
２
　
警
戒
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑫
相
当
）

島
根
県
ま
た
は
鳥
取
県
沿
岸
に
大
津
波
警
報
が
発
令
さ
れ
た
場
合
。

（
指
針
表
２
　
警
戒
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑬
相
当
）

原
子
炉
施
設
に
お
い
て
新
規
制
基
準
で
定
め
る
設
計
基
準
を
超
え
る
外
部
事
象
が
発
生
し
た
場
合
（
竜
巻
、
洪
水
、
台
風
、
火
山
等
）
。

※
本
項
は
，
設
置
変
更
許
可
の
認
可
後
に
適
用
す
る
。

（
指
針
表
２
　
警
戒
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑯
）

S
E

（
１
８
）
外
的
な
事
象
に
よ
る
原
子
力

施
設
へ
の
影
響

そ
の
他
原
子
炉
施
設
以
外
に
起
因
す
る
事
象
が
原
子
炉
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
放
射
性
物
質
ま
た
は
放
射
線
が
原
子
力
事
業
所

外
へ
放
出
さ
れ
，
ま
た
は
放
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
原
子
力
事
業
所
周
辺
に
お
い
て
，
緊
急
事
態
に
備
え
た
防
護
措
置
の
準
備
及
び
防
護
措
置
の
一
部

の
実
施
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
事
象
が
発
生
し
た
場
合
。

【
解
釈
】

・
「
そ
の
他
原
子
炉
施
設
以
外
に
起
因
す
る
事
象
」
と
は
，
破
壊
妨
害
行
為
等
，
プ
ラ
ン
ト
の
安
全
を
維
持
す
る
機
能
に
不
具
合
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
事
象
を

い
う
。

・
「
原
子
炉
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
放
射
性
物
質
ま
た
は
放
射
線
が
原
子
力
事
業
所
外
へ
放
出
さ
れ
，
ま
た
は
放
出
さ
れ
る
お
そ
れ

が
あ
り
，
原
子
力
事
業
所
周
辺
に
お
い
て
，
緊
急
事
態
に
備
え
た
防
護
措
置
の
準
備
及
び
防
護
措
置
の
一
部
の
実
施
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
事
象
」
と

は
，
原
子
力
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
に
よ
り
放
射
線
ま
た
は
放
射
性
物
質
が
放
出
さ
れ
う
る
状
況
で
あ
る
と
原
子
力
防
災
管
理
者
が
判
断
し
た
事
象

を
い
う
。

（
規
則
第
７
条
第
１
号
イ
（
１
４
）
，
ヘ
（
７
）
及
び
指
針
表
２
　
施
設
敷
地
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑮
）

G
E

（
１
７
）
外
的
な
事
象
に
よ
る
原
子
力

施
設
へ
の
影
響

そ
の
他
原
子
炉
施
設
以
外
に
起
因
す
る
事
象
が
原
子
炉
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
等
放
射
性
物
質
ま
た
は
放
射
線
が
異
常
な
水
準
で
原
子
力
事
業
所

外
へ
放
出
さ
れ
，
ま
た
は
放
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
原
子
力
事
業
所
周
辺
の
住
民
の
避
難
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
事
象
が
発
生
し
た
場
合
。

【
解
釈
】

・
「
そ
の
他
原
子
炉
施
設
以
外
に
起
因
す
る
事
象
」
と
は
，
破
壊
妨
害
行
為
等
，
プ
ラ
ン
ト
の
安
全
を
維
持
す
る
機
能
に
不
具
合
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
事
象
を

い
う
。

・
「
原
子
炉
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
等
放
射
性
物
質
ま
た
は
放
射
線
が
異
常
な
水
準
で
原
子
力
事
業
所
外
へ
放
出
さ
れ
，
ま
た
は
放
出
さ
れ
る
お
そ
れ

が
あ
り
，
原
子
力
事
業
所
周
辺
に
お
い
て
，
緊
急
事
態
に
備
え
た
防
護
措
置
の
準
備
及
び
防
護
措
置
の
一
部
の
実
施
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
事
象
」
と

は
，
原
子
力
施
設
へ
の
影
響
に
よ
り
放
射
線
ま
た
は
放
射
性
物
質
が
放
出
さ
れ
う
る
状
況
で
あ
る
と
原
子
力
防
災
管
理
者
が
判
断
し
た
事
象
を
い
う
。

（
規
則
第
１
４
条
イ
（
１
３
）
，
ヘ
（
５
）
及
び
指
針
表
２
　
全
面
緊
急
事
態
を
判
断
す
る
Ｅ
Ａ
Ｌ
⑭
）

A
L

（
１
２
）
外
的
な
事
象
に
よ
る
原
子
力

施
設
へ
の
影
響
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